
警戒度 状態 県民 事業者 [参考]学校

４
県内、都内とも
に感染リスクが
大きい

<緊急事態宣言（特措法に基づく）>
• 外出自粛(７割～８割の外出削減)
※通院、食料買い出しを除く

• 都道府県をまたいだ移動の自粛

<緊急事態宣言（特措法に基づく）>
• 休業要請／企業名公表
• テレワークを推奨（目標７割）
※時差出勤、自転車・自動車通勤

• 高齢者施設や病院での面会禁止

• 登校禁止
• 部活禁止

３

県内では感染
リスクが抑制さ
れているが、
都内では依然
として感染リス
クが大きい

• 都道府県をまたいだ移動の自粛
※仕事、帰省、旅行など理由を問わず

• リスクが高い場所へは外出自粛
• 高齢者や基礎疾患者は外出自粛
• 外出時は「新しい生活様式」を厳守
• 徹底的な防止策を講じた上で、10人
以下のイベント開催や、施設利用も
可能

• 不要不急の移動の最小化

• 休業要請の段階的解除
• テレワークの推奨（目標５割）
※時差出勤、自転車・自動車通勤

• 高齢者施設や病院での面会禁止
• 不要不急の移動の最小化

• 登校禁止
• 部活禁止

＜行動基準＞
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警戒度 状態 県民 事業者 [参考]学校

２
県内、都内とも
に感染リスクが
抑制されている

• 都道府県をまたいだ移動の再開
• リスクが高い場所へは、外出自粛
• 高齢者や基礎疾患のある人は外出
自粛

• 外出時は「新しい生活様式」を厳守
• 50人以下のイベント開催が可能
• 不要不急の移動の再開

• 休業要請の全面解除
• テレワークを推奨（３割）
※時差出勤、自転車・自動車通勤

• 高齢者施設・病院での面会禁止
• 不要不急の移動の再開

• 分散登校
（週２～３日）

• 部活禁止

1
県内、都内とも
に感染リスクが
極めて低い

• 高齢者や基礎疾患のある人も社会
との交流を再開
※物理的距離をしっかりと確保し、距
離の確保が難しい機会は極力減
らすこと

• 外出時は「新しい生活様式」を厳守
• 全ての人が、混雑した場所には、出
来るだけ行かないようにすること

• テレワークを推奨
※時差出勤、自転車・自動車通勤

• 高齢者施設や病院での面会再開
※「新しい生活様式」を厳格に保
つこと

• 特段の規制なく、就業が可能

• 分散登校
（週５日）
↓

通常登校

※ガイドライン
に準拠

＜行動基準＞
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